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■�補償額　１８0万円又は１３0万円
※�同居など一定の要件があります。
■�請求期限　 令和１１年１１月２１日
■�相談窓口の受付日時
　�月～金曜日（土・日曜日、祝日、年末
年始を除く）　午前１0時～午後４時

問 厚生労働省補償金相談窓口
　☎03‐3595‐2262
　健康保険課保健医療係
　☎㉒８370（市役所 6階）

ひきこもりに関する
講演会・対話交流会

内 「ジャーナリスト池上正樹がみた『ひ
きこもりの世界』」と題した、ひきこも
りに対する正しい理解促進のための
講演会

日4月13日㈰　午後1時から
　（開場�午後0時30分）
所アオーゼ　多目的ホール
費1,000円
講ジャーナリスト�池上正樹�氏
申KHJゆきどけの会に電話で申込み
※事前にチケットをご購入ください。
問 �KHJ ゆきどけの会
　☎090‐4483‐6003
　福祉総務課地域共生係
　☎㉒８４４0（市役所２階）

介護職研修の
受講生を募集します

内①介護職員初任者研修
　②介護福祉士実務者研修
対資格取得を希望する人
日 ①4月１１日㈮開校～１５日間
　②４月１４日㈪開校～８日間
　いずれも午前９時～午後４時
所特別養護老人ホーム日田園
※オンライン研修も対応できます。
定１５人
費①66,160円（税・テキスト代含む）
　②94,080円（税・テキスト代含む）
申 ４月４日㈮までに特別養護老人ホー
ム日田園に直接申込み
※�4月以降も随時受け付けています。
問 特別養護老人ホーム日田園
　☎㉓３５３５
　長寿福祉課介護保険係
　☎㉒８２６４（市役所１階）

児童手当�「多子加算」に係る
必要書類の提出は4月1６日まで

3人以上の子がいる場合、保護者の経
済的負担のある18歳年度末以降22
歳年度末まで（大学生年代）の子を第
１子として数え、第3子以降である高校
生年代までの子は、児童手当月額に加
算が受けられます。
対 4月以降、新たに多子加算の算定対
象となる大学生年代の子がいる人
※�対象者には案内を送付しています。
届いていない場合は、下記にご連絡
ください。

申 ４月1６日㈬（必着）までに「額改定
請求書」及び「監護相当・生計費負
担についての確認書」等の書類を返
信用封筒で郵送又はこども家庭相
談室、各振興局の窓口に提出
※�４月1６日㈬を過ぎると、申請を受け
付けた翌月から加算対象となります。

問こども家庭相談室こども家庭相談係
　☎㉒８２９２（市役所１階）

JR運賃の精神障害者
割引制度を開始しました

４月１日㈫から、精神障害者保健福祉
手帳をお持ちの人も、JR各社の運賃
割引の対象となりました。割引を受け
るには、有効期限が切れていない顔写
真付の手帳が必要です。割引の目印
となるシールを貼りますので、福祉支
援課の窓口にお越しください。
対 令和7年2月25日までに交付された
手帳をお持ちの人で割引を希望する人

持 精神障害者保健福祉手帳
※�新たに顔写真付の手帳を希望する場
合は、顔写真１枚（4×3cm）が必要。

申令和１0年３月３１日㈮まで
※郵送での対応は行いません。
※�JR各社以外の割引については、各公
共交通機関にお問い合わせください。

問福祉支援課障害福祉係
　☎㉒８２９0（市役所１階）

ハンセン病元患者のご家族へ
補償金支給制度があります

この補償金は法に基づき、ハンセン病
元患者の家族が被った精神的苦痛を
慰謝するためのものです。秘密は守ら
れますので、厚生労働省補償金相談
窓口にお電話でご相談ください。

赤い羽根地域助成事業の公募

内 令和８年度の活動に要する直接的な
経費（レク・パソコン用品、公演会費等
／１件につき上限10万円）の助成

対 �市内で活動する福祉分野のボランティ
アグループ、団体、ＮＰＯ法人　等

申 ５月３0日㈮までに申請書を日田市
社会福祉協議会に提出

問日田市共同募金委員会事務局
　（日田市社会福祉協議会内）
　☎㉔７0２６
　福祉総務課福祉総務係
　☎㉒８２0３（市役所２階）

1か月児健康診査の
助成を開始しました

お子さんの健やかな成長や発達を促す
ために、医療機関で受ける１か月児健
康診査の助成を行います。
内 身体発育状況、栄養状態の確認、疾
病及び異常の有無、新生児聴覚検
査、先天性代謝異常検査の実施状
況の確認、�ビタミン�K２投与の実施状
況の確認及び必要に応じた投与　等

対 ４月１日㈫以降に１か月児健診を受
ける乳児の保護者

問健康保険課健康支援係
　☎㉔３000（ウェルピア）

離乳食教室

内離乳食についての講話と個別相談
対生後４～６か月頃までの乳児の保護者
日５月２１日㈬　午前１0時～１１時３0分
所ウェルピア１階　健康相談室
定１0人（先着順）
申 ５月１４日㈬までに電子申請（下記二
次元コード）又は下記に電話で申込み
※�調理実習、試食、託児はありません。
　子どもの同伴はできます。
問健康保険課健康支援係
　☎㉔３000（ウェルピア）

くらしの情報
Information�
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農地及び農業用施設の
原材料支給

■支給物
　生コン、砕石、目地材、防草シート��等
■支給要件
・�受益戸数が2戸以上の農地及び農
業用施設（農道・水路　等）
・�農道については幅2m以上であること
■支給限度額　
　1箇所当り100万円相当額
※�振興局管内の人は、各振興局にお
問い合わせください。

問農業振興課基盤整備係
　☎㉒８２0２（市役所３階）

日新林業基金の助成

林業再生に向けた次の取組を支援しま
す。お気軽にご相談ください。
※�経費については、個人の利益に寄与
しないものに限ります。

対①造林事業　植樹祭等の苗木代
　②木育事業
　　木育事業の実施に必要な経費
　③人材育成等
　　研究等の実施に必要な経費
申 �５月２0日㈫までに、日新林業基金
協議会事務局に備付けの計画書に
必要事項を記入の上、提出
※�応募者の中から、協議会で趣旨や
内容を審査し、補助の可否、金額等
を決定します。

問 日新林業基金協議会事務局（日田
地区原木市場協同組合事務局内）
　☎㉔６0３５
　林業振興課森林整備係
　☎㉒８２１２（市役所３階）

国民年金保険料が変わります

納期限までに保険料が納付されないと、
障害基礎年金や遺族基礎年金を受給
できない場合があります。
■４月からの保険料
　1７,５１0円（月額）
※�口座振替、クレジットカード納付、電
子決済、電子納付もできます。

問日本年金機構日田年金事務所
　☎㉒６１７４
　健康保険課国保・年金係
　☎㉒８２７１（市役所１階）

費１件6,300円
※再交付手数料は、１件3,500円。
持現物、発見届出済証
　（家族以外の代理人の場合は委任状）
問 大分県教育庁文化課
　☎0９７‐５0６‐５４９８
　文化財課文化財管理係
　☎㉔７１７１（市役所別館２階）

「日田市市民意識調査
報告書」が完成しました

令和２年３月に策定した第６次日田市
総合計画「第２期基本計画」の４年間
の計画期間が終了したことを受け、そ
の取組に対する市民の皆さんの意見を
今後の市政に反映させるため、市民意
識調査を実施しました。
内 �調査は、市内に住所を有する人の中
から無作為に3,000人を抽出して行
いました。調査結果の報告書は、市
ホームページをご確認ください。

問企画課企画調整係
　☎㉒８２２３（市役所６階）

自衛隊への情報提供
除外申請を受け付けます

市では、１８歳の人の情報（氏名・住所・
性別・生年月日）を自衛隊に提供して
いますが、除外申請をすることで、自衛
隊に提供する情報から除外できます。
対 平成19年４月２日～平成20年４月１
日生まれの人で、日田市住民登録者
■受付期限　５月30日㈮
申 下記窓口に自衛隊への情報提供除
外申請書及び本人確認書類を提出
※代理申請・郵送でも受け付けます。
問防災・危機管理課防災・危機管理係
　☎㉒８３６３（市役所４階）

所有山林に関する相談会

「山林の相続予定がある」「管理のイロ
ハや支援を知りたい」等の山林の所有や
管理に関するお悩みに林政アドバイザー
が応えます。写真図等を利用した所有
林の位置や内容の紹介もできるようにな
りましたので、お気軽にご相談ください。
※�日程は、無料相談（３0ページ）でお
知らせしています。

問  林業振興課森林整備係
　☎㉒８２１２（市役所３階）

健 康・ 福 祉

お知らせお知らせお 知 ら せ

日田地区防犯協会連合会
事務局を移転しました

４月１日㈫、日田警察署内に設置して
いました、日田地区防犯協会連合会事
務局を市役所（市民課内）に移転しま
した。併せて、自転車の防犯登録手続
の場所も移動しました。市長が会長を
務める連合会は、警察や住民と連携し、
地域の安全対策を強化することを目的
とした団体です。事務局移転後も、地
域の皆さんと協力しながら、より一層、
防犯活動を進めていきますので、引き
続きご理解とご協力をお願いします。
■移転先
　日田市田島２丁目６番１号
　市役所１階（市民課内）
問日田地区防犯協会連合会
　☎㉒８４１１（市役所１階）

【要予約】マイナンバーカード
申請・受取（時間外・休日）

日４月６日㈰　午前９時～午後３時
　４月15日㈫・24日㈭
　午後５時30分～７時30分　
所市民課（市役所１階）
問マイナンバーお問い合わせダイヤル
　☎㉒８３0３（市役所１階）

大分県銃砲刀剣類登録審議会

銃砲や刀剣類を所持又は売買した人
は、登録審議会に出向き、登録証の交
付を受ける必要があります。
日５月14日㈬、７月９日㈬、９月10日㈬、
　１１月１２日㈬、令和８年１月１４日㈬、
　令和８年３月１１日㈬
※�いずれも午後１時～５時（受付は午後
４時30分まで）。

所大分県庁別館８階　８４会議室
※３月11日㈬は別館８階86会議室。

今月は、国民健康保険税第１期の納付月です。


